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    ◎委員長あいさつ 

〇河井勝久委員長 皆さん、おはようございます。決算審査特別委員会第

１日目、ただいまから始めたいと思います。 

  開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

  本日は決算審査特別委員会のご案内を申し上げましたところ、委員の皆

様には出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  審査は本日から行いますが、慎重な審査をお願いいたします。 

  質疑をする場合には、簡単明瞭な形でお願いいたします。 

  説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対して簡潔な答弁、



説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  なお、松本代表監査委員、安藤監査委員におかれましては、４日間の審

査にご出席いただくということで、本日からご出席いただいておりますので、

ご了承願います。 

                             （午前 ９時３２分） 

 

    ◎議長あいさつ 

〇河井勝久委員長 それではここで、藤野議長に出席をいただいておりま

すので、藤野議長からごあいさつをいただきます。 

〇藤野幹男議長 皆さん、おはようございます。本日より決算審査特別委員

会が始まりますが、皆様方には大変ご苦労さまです。皆様のご協力をいた

だきまして効率よい審査が進められますよう、よろしくお願いいたします。 

  また、松本代表監査委員、安藤監査委員には大変お世話になります。ご

苦労さまでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇河井勝久委員長 次に、岩澤町長からごあいさつをいただきたいと思い

ます。 

〇岩澤 勝町長 おはようございます。きょうから決算特別委員会でお世話

になります。どうぞよろしくお願いいたします。 



  １日の課長会でも課長の皆さんにお話し申し上げました。議員の皆様方、

町民の皆様方にご協力をいただいて、22年度の事業も予定どおり進行す

ることができた。それについて今回ご審議をいただくわけですので、ふだん

やっている仕事の内容がしっかりあらわせますように、答弁のほうも自分の

思いどおりのことをしっかり答弁をしていただきたいというふうにお願いをい

たしました。 

  そういう状況で、ご協力をいただいて 22年度の事業が進んだわけです

が、それについてしっかりご審議をいただきまして、引き続いてご指導がい

ただけるようにお願いをする次第でございます。 

  また、監査委員の松本さん、安藤さん、それぞれお世話になりますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  連日の審査になりますので、よろしくどうぞお願いいたします。大変あり

がとうございます。 

〇河井勝久委員長 ありがとうございます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇河井勝久委員長 ただいま出席委員は 11名であります。定足数に達し

ております。よって、決算審査特別委員会は成立いたしました。これより開

会いたします。 

                             （午前 ９時３５分） 



 

    ◎開議の宣告 

〇河井勝久委員長 直ちに本日の会議を開きます。 

  これより議事に入ります。 

  委員会の開会日につきましてお諮りいたします。本委員会の開会は、本

日９月８日木曜日、９月９日金曜日、９月 12日月曜日、９月 13日火曜日の

４日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇河井勝久委員長 異議なしと認めます。 

  よって、本委員会の開会は、本日９月８日木曜日、９月９日金曜日、９月

12日月曜日、９月 13日火曜日の４日間と決定いたしました。 

  ここで、諸般の報告をいたします。本委員会に付託された案件は、議案

第 38号 平成 22年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件、

議案第 39号 平成 22年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定についての件、議案第 40号 平成 22年度嵐山町老人保健特別会計

歳入歳出決算認定についての件、議案第 41号 平成 22年度嵐山町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての件、議案第 42号 平

成 22年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件、議

案第 43号 平成 22年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についての件及び議案第 44号 平成 22年度嵐山町水道事業決算認定に



ついての件、以上決算議案７件ですので、ご了承願います。 

  次に、本委員会の決算審査予定表をお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。 

  次に、本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願

います。 

  最後に、本委員会の説明員として出席通知のありました者の職、氏名を

一覧表としてお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

  以上で、委員長よりの諸般の報告を終わります。 

  審査の方法についてお諮りいたします。申し合わせのとおり、議案第 38

号 平成 22年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件の審査

は、歳出を基本に、歳入、実質収支に関する調書及び財産に関する調書等

の添付書類を含め、決算審査予定表に基づき、課、局ごとに議会事務局か

ら順に行い、最後に総括質疑といたしたいと思います。 

  また、議案第39号 平成22年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定についての件から議案第 44号 平成 22年度嵐山町水道事業

決算認定についての件までの審査は、歳入歳出を一括して行いたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇河井勝久委員長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第 38号 平成 22年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定



についての件の審査は、歳出を基本に、歳入、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書等の添付書類を含め、決算審査予定表に基づき、課、局

ごとに議会事務局から順に行い、最後に総括質疑を行うことに決しました。 

  また、議案第39号 平成22年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定についての件から議案第 44号 平成 22年度嵐山町水道事業

決算認定についての件までの審査は、歳入歳出を一括して行うことに決し

ました。 

  なお、議案第38号 平成22年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定に

ついての件から議案第 44号 平成 22年度嵐山町水道事業決算認定につ

いての件の７議案につきましては、総括質疑をする委員は明日９月９日の

午後１時までに委員長に届けてください。 

  傍聴について申し上げます。当委員会に傍聴の申し出がある場合は、

原則認可したいと思いますので、ご了承願います。 

  それでは、直ちに本日の審査を始めます。 

 

    ◎議案第３８号の質疑 

〇河井勝久委員長 議案第 38号 平成 22年度嵐山町一般会計歳入歳出

決算認定についての件を議題といたします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。 



  まず、議会事務局に関する部分の質疑からお願いします。 

  なお、質疑がある委員は、挙手により委員長の指名後、ページをおっし

ゃってから簡潔に、またはっきりとお願いします。また、質問の回数は、１課

局１回で３回までとしますので、ご了承願います。また、発言はマイクを通し

てお願いしたいと思いますので、質問者、答弁者とも着席のまま発言をする

ようお願いいたします。マイクのスイッチは発言をする前に入れていただき、

発言が終わりましたら切ってくださるようお願いします。 

  それでは、質疑をどうぞ。 

          〔発言する人なし〕 

〇河井勝久委員長 質疑がないようですので、議会事務局に関する部分の

質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

          休  憩 午前 ９時４３分 

 

          再  開 午前 ９時４４分 

〇河井勝久委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、税務課に関する部分の質疑を行います。 

  質問のある方はどうぞ。 

  渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 16ページなのですけれども、16ページの普通徴収、



特別徴収、退職所得、そして法人税と比較してみますと、法人税のほうは

21年度と 22年度ではふえていて、そして還付金も少なくなっている。逆に、

個人町民税なのですが、個人町民税は納税者が 21年度と 22年度では極

端に減っています。これについて、両者に対して法人税の部分とそれから個

人町民税の部分との比較をしてみて、どのような現状に今社会的な状況が

なっていると考えられるか伺いたいと思います。これも法人税の還付が少な

かったわけですね、22年は。それもあわせてです。 

  それと、58ページになりますけれども、課税標準額…… 

〇河井勝久委員長 渋谷委員さんどっちで質問するか。決算書のほうか説

明書のほうか。 

〇渋谷登美子委員 説明書のほうです。失礼いたしました。 

  58ページになりますけれども、資産税賦課事業という形で平成 23年度

課税標準宅地・路線価時点修正業務委託料というのが出ていまして、それ

によって固定資産税はどの程度、23年度と 22年度と変化してきたのか。こ

れは毎年ではないですよね。それの影響について伺いたいと思います。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 中西税務課長。 

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えいたします。 

  まず、個人町民税なのですけれども、個人町民税が全体で、21年度と

比べると約１億 900万円減っています。これは、22年度の課税は 21年中



の所得、ということは 20年度のときにリーマンショック、このリーマンショック

の影響によって次の 21年度中の所得についても給与の減少、あとはボー

ナスが出なかったりしている会社もありましたので、その影響が出て全体的

に、21年度と 22年度を比べて約１億 996万 6,000円減っております。そ

れと、納税義務者の所得が減っていますので、納税義務者も普通徴収にす

れば 336人減っております。特別徴収にすると 96人減っております。退職

は 12人減っております。それと、一番給与が影響してしまっているのですけ

れども、特別徴収だけで 7,500万税額が減っております。そのリーマンショ

ックの影響がかなりあったと思います。 

  それと、法人ですけれども、法人については逆にふえているのですけれ

ども、企業業績の好転ということで、国もそうなのですけれども、今年の６月

末現在の国の全体的な税の伸びも、全体的に９％ぐらい国も伸びています。

それで、法人税も、町の法人税にしても、納税義務者的には法人税割を納

めている会社というのは、ほとんど変わりません。21年度で法人税割を納

めた会社が 124社、平成 22年度が 134社、税額にすると約 8,500万円

ぐらい違うのですけれども、業種を見てみますと食品関係、自動車関係、あ

と銀行関係が伸びております。 

  それと、今度は 58ページの固定資産税ですけれども、決算ということで

23 年度の税額をちょっと持ってきていなので、申しわけないのですけれども、

ちょっと比べようがないので、すみません。 



  以上です。 

〇河井勝久委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 納税者が減少しているということは、税額にいかない

所得の方がふえているということなのか、それとも全体的に高齢化してとい

うふうなことがあるのか、そちらのほうの分析というのはいかがなっています

でしょうか。 

〇河井勝久委員長 中西税務課長。 

〇中西敏雄税務課長 所得が減ったことと団塊の世代の方がやめています

ので、給与から年金等に移っていますので、その方たちの影響も大だと思

います。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  川口委員。 

〇川口浩史委員 説明書の 15ページの不納欠損の関係なのですが、この

中で差し押さえ等、差し押さえはこの前の段階ですか、いずれにしても 22

年度で差し押さえをしたというのはどのくらいあるのか、伺いたいと思うので

すが。 

  それと、15条の７第５項、無財産の処分停止、財産がないということでこ

れはあるわけですよね。おかしいなと思うのは、固定資産税、いわゆる土地

があるからこれは資産税がかかるわけですよね。少なくとも土地は残るので



はないかなと思うのです。前年度を見ても固定資産税のところはゼロですか

ら、なぜ無財産になってしまったのか、ちょっと理由があれば伺いたいと思う

のですけれども。 

  それから、次のページの先ほどのご質問で、普通徴収はそうしますと税

がかけられなかったので、336人前年度より減ったという理解でよろしいの

でしょうか。そして、特別徴収は、定年になったので、その分の人がやめたと

いうことなのでしょうか。まず、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

〇河井勝久委員長 中西税務課長。 

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えします。 

  差し押さえですけれども、まず所得税の還付金の差し押さえが 41件、

129万 7,235円、預金の差し押さえ 23件、234万 3,815円、給与の差し

押さえ２件、61万。あとは東電の線下補償の関係で、これは供託金が法務

局にありましたので、それが１件で 36万 1,125円、合計 67件で 461万

2,175円です。 

  それと、不納欠損の関係で固定資産税の関係ですけれども、これについ

ては競売にかかって処分になりまして、そうするとそのほかに残っている財

産がないものですから、差し押さえることができないということで、不納欠損

にしたということです。 

  それと、先ほどの 16 ページの普通徴収と特別徴収の関係ですけれども、

特別徴収については 96人の減ということで、これも給与等が少なくなりまし



たので、中には非課税、扶養等が多くなると非課税になる人がおります。 

  それと、普通徴収のほうですけれども、この関係も給与が下がったりとか、

あとは年金もここのところ上がっておりません。年金所得者も年金が下がっ

ておりますので、非課税になる方がふえていると、そういうことです。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 川口委員。 

〇川口浩史委員 差し押さえの件なのですが、そうしますと差し押さえられ

た方というのは、その後どうされたのですか、生活のほうを。もしつかんでる

ようしたら、聞きたいと思います。 

  それから、普通徴収、特別徴収の関係なのですが、そうしますと、いや、

私は人口減が結構大きいのかなと思っていたのですか、それは１年くらい

の関係ではこういう目立った数字にはなっていないということでよろしいので

しょうか。 

〇河井勝久委員長 中西税務課長。 

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えします。 

  差し押さえした方からほとんど連絡はありません。差し押さえの予告通

知を出すのですけれども、預金なんかでも差し押さえの予告通知を出しまし

て、それで差し押さえするのですけれども、ほとんど問い合わせとか、連絡

とかというのはありません。 

  それと、先ほどの納税義務者の関係ですけれども、これについては先ほ



ど申し上げましたように、非課税になる人もいますけれども、逆に高校とか

大学を卒業して納税義務者になる方もおられますので、影響してくるのは多

分所得の減の非課税の方がほとんどだと思います。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  清水委員。 

〇清水正之委員 町税そのものが下がっているという、特徴も下がっている

という話なのですが、ここ数年税制改正が行われていると思うのですけれど

も、特に前回は扶養控除の関係の税制改正が行われたと思うのですけれど

も、22年度の税制改正が行われた内容と、それが特に特徴の場合が大き

いかなというふうに思うのですが、それがどういうふうに反映しているのかわ

かるでしょうか。 

〇河井勝久委員長 中西税務課長。 

〇中西敏雄税務課長 扶養の関係は 24年度から反映しています。ですか

ら、24年度については扶養控除がなくなりますので、若干税収のほうが上

がってくると思います。ただ、心配なのは、滞納者がふえるおそれがあると

いうことです。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 私も 16ページのさっきから聞いていただいている件なの



ですけれども、この納税義務者という人数が、過去５年調べても大体

9,500から 9,600なのです。それで、22年の予算のときですけれども、均

等割の該当者が大体 9,286人、それから所得割が 8,385人というような

答弁がありました。それで、この 9,177人という中で均等割だけにおさまっ

ている人、それから税割がある人というのは、人数わかりましたら教えてくだ

さい。 

〇河井勝久委員長 中西税務課長。 

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えします。 

  まず、均等割のみの方が 1,024人です。それと、均等割と所得割を納

める方が 8,090人です。それと、その中に退職所得を納める方があります

ので、それらを合わせて 9,177人です。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 やはりこの辺の人数は、先ほどのリーマンショックがかな

り影響しているということでわかるのですけれども、団塊の世代がこれから

相当抜けていくわけですよね。その辺のところを、これからの見込みとか予

想の中にもある程度入れていかなくてはならないと思いますが、この影響、

要するに 9,177 人というような数字の影響は、しばらく続くのではないかと。

むしろもっとこれよりも減少していくのではないかということが見込まれると

思いますけれども、その辺この決算に当たって税務課ではどのように分析し



ていらっしゃいますか。 

〇河井勝久委員長 中西税務課長。 

〇中西敏雄税務課長 先ほど議員さん申されましたように、団塊の世代が

やめていきます。それで、新しく納税義務者になる方が、少子化で少ないで

すので、個人の税収自体は減っていくと思っております。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇河井勝久委員長 質疑がないようですので、税務課に関する部分の質疑

を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

          休  憩 午前１０時０１分 

 

          再  開 午前１０時０３分 

〇河井勝久委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、地域支援課に関する部分の質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞ。 

  渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 では、説明書なのですけれども、最初に 21ページにな

りますが、分担金及び負担金なのですが、広域路線バスの負担金です。そ



して、これは昨年に比べるとがくっと減ってはいるのですけれども、これにつ

いての分類です。嵐山町の町内循環バスというのが 10月からでしたか、始

まったと思うのですけれども、それとディマンド交通との関係もありまして、こ

れをどのように町内で評価したかということを伺いたいと思います。 

  それと、次に37ページの諸収入と38ページの過年度収入ですけれども、

貸付金元利収入で元金残高の件数と、過年度収入はこれで全部終わりとい

うことでよいのでしょうか、それを伺います。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 まず、広域路線バスの負担金の関係について

お答えをさせていただきます。 

  路線バスの負担金の額云々というよりも、今回ディマンド交通が始まりま

して、それと路線バスの評価といいましょうか、そういったことでのお尋ねと

いうことでお答えさせていただきます。 

  まず、広域路線バスに関しましては、改めてご説明させていただくまでも

なく、最初は福祉循環バスを町で単独で走らせて運行をしてまいりました。

その後、福祉循環バスの老朽化等に伴いまして、その後のバスの運行をど

うするかという中で、この路線バスというものがイーグルバスさんとの提携と

いいましょうか、交渉という形の中で始まって、運行してまいりました。昨年

の 10月に路線の変更が行われまして、そして負担金についても、今ときが

わ町と負担協定をしながら行っているという状況でございます。 



  なかなか福祉循環バスのときもそうでございましたし、また路線バスにつ

きましても、いろいろと町民の皆様の要望を受けながら、変更できるところを

変更し、対応を図ってまいったわけでございますが、何といたしましても今求

められている町民の方からの声というのは、非常に細かく利用を図りたいと

いうのが大きな希望でございまして、なかなかこういった定期的な路線の中

では、そういったものに十分お答えするということはかなり、ある程度の限界

があるということがございます。 

  そういった中で、今回ディマンド交通のタクシーの利用券というものが今

年度始まったわけでございまして、こちらのタクシー利用券も今始まったば

かりですけれども、さまざまにまずは使っていただいて、そしてその中での

具体的な要望や不便な点、そういったものを踏まえて、そして路線バスとの

今後のあり方、それを今回探っていくということで考えておりまして、ぜひデ

ィマンド交通の新たな試みについて、まずは町民の皆様方に十分その制度

を活用していただいた中でさまざまなご意見をいただいて、路線バスとの今

後のあり方、これを今後考えさせていただきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

  住宅資金のほうについては、副課長のほうから。 

〇河井勝久委員長 それでは、内田副課長。 

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 それでは、37ペ

ージ、38ページ、まず37ページの諸収入の新築資金貸付金元利の部分に



つきましてお答えさせていただきます。 

  まず、現在の貸付金元利償還金、貸付金利子償還金、こちらにつきまし

てはいずれも４名分の方の償還金の金額ということでございます。貸し付け

を行っている方は、現在５名いらっしゃいますけれども、次の 38ページ、諸

収入、雑入の過年度収入、住宅新築資金貸付元利償還金につきまして、こ

ちらにつきましては１名の方、毎月分割という形で定額で納めていただいて

いる部分と、22年度につきましては１名の方、21年度分の後期分が 22年

度にずれ込んだ部分ということでございまして、それぞれ 36万円と 17万

3,254円という額の合計が 53万 3,254円ということでございます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 すみません。私は、路線バスなのですけれども、町内

の市街地循環というのですか、それについてはどのように評価をしているの

かということを伺いたかったのですけれども。 

  もう一つ、諸収入のほうですけれども、貸付金に関しては５名いらっしゃ

るけれども、貸付金元利収入は４名分で、１名分に関しては過年度収入とい

う形で入ってきているというふうに理解していいのでしょうか。 

〇河井勝久委員長 内田副課長。 

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 先に過年度収入

につきましてお答えさせていただきます。 



  １名の方、20年度以前の部分の償還金ということですので、その方につ

きましては元利収入という形で入ってきているということでございます。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 市街地循環線の関係でお答えをさせていただ

きます。 

  まず、市街の循環線につきましては、10月からの利用者数をまず述べさ

せていただきますと、市街循環線 10月分が 71名、それから 11月が 34、

12月が 31、１月が 24、２月が 20、３月が 17 ということでございまして、町

内を循環しているバス２台については、なかなか利用者数が伸びていない

ということでございます。この辺につきましても、きのうちょっとタクシーの、今

年の話になって申しわけないのですが、ディマンドの一般質問の中で、タク

シーの利用券を使われている方も非常に市街地内が多いということでした。

それとこの循環線との関係、ちょっとどうして、単純に考えると循環線のもっ

と利用があって、なおかつ今度ディマンドになった場合にそちらのほうに移

行していくということなのかなという感じがするのですが、ちょっとその相関

関係が分析できていないということで、この辺についてはまた研究をさせて

いただきたいというふうに考えております。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  長島委員。 

〇長島邦夫委員 最初に、説明書の 47ページなのですけれども、一番下



に報償費があります。町政モニターの委員の報酬ということで８万 1,000

円、９人ということで１回開催と書いてあるのですが、１回９人ですから

9,000円で８万 1,000円になるのですけれども、単純にそういう計算、そ

の会議のときのあれなのでしょうか、それとも年間を通しての活動費のあれ

も入っているのかお聞きしたいというふうに思います。 

  それと、同じく説明書の 62ページなのですが、下段のほうに工業統計調

査の報酬が載っているのですが、４人で 15万 2,837円ということなのです

けれども、工業統計調査は毎年行われています。昨年を見ても大体同じよ

うな報酬なのですが、そんなに、年末に来ていただいて年明けに出すという

ような感じなのですが、非常にほかの何か統計調査に比べると報酬がいい

ような気がするのですが、また歳入のほうにも 33ページに同じような金額

が入っていますので、町の持ち出しというのはそのようなものないのだとい

うふうに思うのですけれども、この工業統計調査の調査員の仕事の内容、

私も昔やったことあるのですけれども、最近の内容は違うのかどうか、ちょっ

と比べてみたいと思うので、お願いできればというふうに思いますが。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 内田副課長。 

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 それでは、初め

に町政モニターの方の報償の関係でお答えさせていただきます。 

  町政モニターの方につきましては、22年度中は１回、モニターさんの意



見交換会という形で会議を開催させていただいております。こちらの町政モ

ニターさんの活動ということなのですけれども、随時モニター通信という形で、

町のほうにモニターさんの立場からのいろんな意見ですとか、提案も含めて

いただいておりまして、これは年間を通して随時いただいているというもので

ございまして、こちらの支出につきましても年間のそういった活動に対するも

のというふうなことでご理解いただければと思います。 

  それから、工業統計調査の関係で、調査員さんの活動内容ということな

のですけれども、非常に委員さん今お話いただいたとおり、年末に調査票を

配布して、年明けに提出いただくと、回収するというような活動状況が大ま

かなところでございまして、実際に活動している事業所の把握、そういったも

のも含めた調査活動、そういったものを行うということが外部調査員さんの

活動の主な部分になっています。あわせて調査票の配布時の記入の説明

ですとか、回収のスケジュール調整、そういったことを含めたものを調査員

さんは、主に各企業と、調査組合の企業と各事業所と、個別に各企業所を

訪問しながら行うというようなのが具体的な活動ということでございます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 １点町政モニターのほうだけ質問したいのですが、年間

活動費を組むということで、そういう答弁だったと思うのですが、役所のほう

から定期的にこういうものについては今回調査したいので、調査をお願いい



たしますと、そういうふうな依頼も当然あるというふうに思うのですが、そうい

うのは年間で、月に１件だとか、平均的に年間何件ぐらいそのような調査依

頼というのは出るのですか。 

〇河井勝久委員長 内田副課長。 

〇内田恒雄地域支援課地域支援・人権推進担当副課長 お答えします。 

  昨年度につきまして町のほうから町政モニターさんに対しまして、テーマ

を絞って、こういったことにつきましてという形で行ったのは、このモニター会

議のときに事前にこういったテーマに絞らせていただいて、ご意見と提案を

いただきたいということで開催したのはこの１回のみでございまして、年度内

において各モニターさんにこういったものについてというような話でお願いし

たということはございませんでした。ちなみに、モニター会議の際にテーマを

絞ったという部分につきましては、内容としましては、町の広報紙につきまし

ての部分、それから町のホームページについての部分、こういったものにつ

いてのさまざまなご意見、ご提案をいただきたいというようなことで開催して

ございます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  川口委員。 

〇川口浩史委員 説明書の54ページの駅東の駐輪場の関係なのですが、

当然便利なのですけれども、置きっ放しにしている自転車というのは、22年



度はどのくらいあったのでしょうか。 

  それから、同和関係で補助金の関係なのですけれども、これの補助金は

渡してしまうと、その団体が自由に使えるということになるのでしょうか、個

人の使用まで別に使っても構わないということであるのかどうか伺いたいと

思います。 

  それから、次のページで、防犯の関係で、犯罪はだんだん下がってきて

いるということですが、21年度と 22年度でどのくらい下がったのか、わかり

ましたら伺いたいと思います。ただ、そういう中で、こういう事件もあったとい

う、何か注意しなければならないようなことが、もしあったらでいいです、伺

いたいと思うのですが。 

  それから、パトロールセンターなのですけれども、あそこにあって大変意

義が大きいと思うのですが、無料であそこを借りられるわけですよね。無料

で借りている実績といいますか、どのくらい利用がされているのかわかりま

したら伺いたいと思います。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。 

  まず、駅東の駐輪場の放置自転車の台数でございます。大変申しわけ

ありません、ちょっと今手元に放置自転車の台数が何台だったか、今ちょっ

と多分調べていると思うのですが、今手元にありませんので、お答えできま

せんが、まず放置自転車についてはある程度定期的に、大体年に２回程度



だと思うのですけれども、撤去させていただきます。 

  ただ単に撤去ということになりますと、一斉撤去してくれるのかと、こうい

うことになるのですが、そういうことではございませんで、まずこちらから調

査に行かせていただいて、これは長い間放置されているなという形状のもの。

それはなぜわかるかと、タイヤをさわってみたり、あるいは缶やごみが入っ

ているとか、かなりこれはちょっと１カ月、２カ月放置されているなというのは

わかるものでございまして、それについてはまずタグを張らせていただきま

す。いつまでの間にこれを撤去してくださいというようなタグを張らせていた

だきます。期間を切ってですね。そして、その後、もう一度調査に行って、そ

れが張られているものがはがされていない、またそのまま放置されていると

いうものについて、町のほうでは、まず町の庁舎のほうに引き揚げさせてい

ただき、そしてその自転車の登録ナンバー等があるものについては、その

登録ナンバーを警察のほうに問い合わせをしまして、そして連絡先がわか

るものについてはこちらから連絡をさせていただきます。そして、いつまでに

とりに来ていただきたいということで連絡をさせていただいて、その後とりに

来られなかったものについて撤去といいましょうか、廃棄をさせていただくと

いう手続になっております。 

  １回の撤去作業で、私もやったことがございますが、大体 20台から 30

台ぐらいを撤去するような台数があります。放置自転車、これは盗難の部分

も含めてそういう形のものがあるというふうに認識しております。 



  それから、続きまして同和対策補助金の関係でございます。町は補助金

を支出をしたらば、それで何ら管理をしないのかというようなご質問でござい

ますが、当然そういうことはございませんで、町といたしましては実績、まず

は補助金の交付申請を出していただくと。その補助金の交付申請の中には

事業計画が記されて、それが公益性があるというものについては補助金を

支出させていただき、そしてそれに基づいた実績報告書を出していただくと

いう手続で、補助金の支出については運営をさせていただいているというも

のでございます。 

  それから、防犯の率の低下ということでございますが、大変申しわけござ

いません。こちらのほうも、21年度と 22年度の防犯の低下率についてはち

ょっと持っておりませんが、基本的には防犯に関しましては、嵐山町のほう

で多いのは侵入盗といいましょうか、そういったものが多い。侵入盗、空き巣

というのでしょうか、そういったものが多いと。それから、あとは自転車盗、自

転車泥棒というのでしょうか、そういったものが多い。あとは、夜間の車上ね

らい、そういったものが多いというふうに今までは特徴的には言われてまい

りまして、その辺についてはその都度、発生が多くなった場合には、小川警

察署のほうからも町のほうにそういったご連絡がありまして、そういったこと

を改めて注視させていただいているというようなことでございます。 

  それから、パトロールセンターの無償での利用の関係でございます。大

変申しわけございません。ちょっとこちらも今手元に資料がなくて件数がお



答えできないのですが、まずパトロールセンターの利用の無償化について

は、まずパトロールセンターというのは、基本的になるべくあそこが開いてい

るという状況が望ましいことでございまして、パトロールの方たちにある程度

あそこにいていただく、あるいは何らかの形でも使って、あの場所が開いて

いるということがセンターを設置した当初の一番の意義を上げることだなと

いうことがございました。そういったことで、ぜひ地元の方やパトロール関係

の方たちにあの場所を多く利用していただいて、あそこがいつでもというか、

なるべく長い時間あいているということで有効活用していただければ、大変

ありがたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

〇河井勝久委員長 川口委員。 

〇川口浩史委員 駐輪場の件なのですが、台数を聞いたりしたのは、撤去

代がかかるわけですよね、無料で使ってもらってというか、町は土地の借り

上げ料でお金を払って、また撤去代でお金がかかってということで。駅の西

口で最近言われたのですけれども、あっちが無料でなっているとなかなか厳

しいですよということを言われたのですが、便利ですけれども、利用をする

人に私は怒られるかもしれませんけれども、私はやっぱり有料化ということ

を考えていったほうがいいのではないかなと思うのです。西口で今なりわい

といいますか、仕事としている人がいるわけですので、その人たちの生計を

圧迫しているということが言えるし、町はこうしてシステムに次ぐシステムに



なってしまっているわけですので。町長かどっちかお答えください。 

〇河井勝久委員長 その辺少し予算のほうに絡む問題ですけれども、無料

化にしていけとかというのは。決算だから、有料化にしていけということは次

の予算のときに絡む問題なので、その辺は質問の内容を変えて。 

〇川口浩史委員 わかりました。 

  続いて、補助金の関係は、何か個人で使っているのではないかという話

をちらっと聞いたことがありますので、その辺ちょっと確認をしたかったわけ

です。 

  パトロールセンターの関係なのですけれども、時々あそこを通って、いな

いことのほうが多いのです。ですので、ちょっと使用するのにどういう条件が

ついているのか、その条件は厳しいのかなと思うのですけれども、いかがな

ものでしょうか。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。 

  まず、先ほどちょっとお答えできませんでした放置自転車の台数、こちら

につきましてお答えさせていただきます。22年度に放置自転車として撤去

をしてきた台数は、45台でございます。 

  それから、パトロールセンターの開所の関係でございます。22年度のパ

トロールセンターにつきましては、下校の見守りで95回、ナイトパトロールで

７回という形で利用しております。 



  それから、各利用の条件でございますが、特に利用の条件で厳しいとい

うものはございません。地域の集会ですとか、あるいは何らかのグループの

利用、そういったものについても基本的には認めるということになっておりま

すので。ただ、利用勝手として、あそこの入ったところのオープンスペースが

使いやすいかどうかということもちょっとあるのですが、特に利用の規制で

何がどうのというそれほどの厳しい規制はないというふうに感じております

ので、ぜひご利用いただきたいというふうに思います。 

〇河井勝久委員長 川口委員。 

〇川口浩史委員 犯罪の件数はわかりますか。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 失礼いたしました。犯罪の発生件数でございま

す。認知件数でございます。嵐山町の刑法犯の発生の認知状況を申し上げ

ますと、まず 21年度が侵入盗 22件、それから非侵入盗 165件が一番多

いです。そういったもので、知能犯等も含めまして合計271件、21年度でご

ざいます。それから、22年度になりますと、侵入盗が 12件、そして非侵入

盗が 127件ということで、その他のものも含めますと合計で 225件というこ

とでございまして、21年度が、認知がですが、271件から 22年度の 225

件、約 50件ほど減っているという状況でございます。 

〇河井勝久委員長 川口委員。 

〇川口浩史委員 なるほど犯罪が確実に減ってきているというわけですね。



その役割を果たしているのが、パトロールセンターを中心にしたパトロール

活動だというふうに思うのです。パトロールセンターの利用なのですが、95

回と７回、つまり児童の見守り等の活動以外にはこれ使われていないという

ことになるわけですね、今のご説明ですと。ぜひそういう防犯の意味で地域

の人に使ってほしいというお話があったのですが、何か事あるごとに地域の

人にお話ししていっていただきたいなというふうに思います。 

  要望で終わります。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  青柳委員。 

〇青柳賢治委員 55ページをお願いします。４番目の各種相談事業なので

すけれども、迷惑相談員さんの 22年度に相談に来た人数、それから主に

多かった相談というのはどのような内容があったかについてお尋ねいたしま

す。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。 

  迷惑相談においでになった方の人数、実際に直接来られた方、面談とい

う形でおいでいただいた方が、これ延べ件数になりますが、114件でござい

ます。それから、電話相談、こちらにつきましては 182件、こちらも延べ相談、

延べ人数になります。合計では 296件の相談をお受けしているということで

ございます。 



  それから、多かった内容でございますが、一番多いのが法律的な相談、

こちらには相談を受けて、町の顧問弁護士の法律相談等に回すようなケー

スもございますが、法律的な相談、それから交通関係に関する相談、これは

損害賠償も含めて、そういった相談、それから離婚に関する相談、家庭内で

の相談、それから近隣とのトラブルといいましょうか、そういった相談、こうい

ったものが総じて件数的には同程度の件数で多いかなという集計結果にな

っています。 

  以上でございます。 

〇河井勝久委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 ここのところはあれですか、区から出てくるような相談と

か一切そういったもの全部含めて、今の件数というようなことでいいのです

か。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 今申し上げましたのは、迷惑相談員さんが受け

た相談件数でございます。区からの要望とか、それは入っておりません。 

〇河井勝久委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 それは、この 296件というと相当な件数が、電話も含め

てですけれども、ありますよね。それで、この相談に来た方に大体、適当な

解決策といいますか、うまくいったようなところまで把握されているようでした

ら、大体こんな形で処理ができたとかいうのが、支援課のほうで把握してい



たら教えていただきたいのですけれども。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。 

  この相談件数というのは、まず１点は延べ件数だというふうに申し上げさ

せていただきました。と申しますのは、例えば家庭内での相談であるとか、

隣近所とのトラブルの相談であるとか、そういったケースにあっては、１回だ

けで終わらないというケースももちろんございまして、特に家庭的な相談で

あるとかそういったものに関しては、話を聞いてもらいたいということもあっ

たり、２回、３回という形で継続して頻繁に来られるというケースもございま

す。その中でどれだけのものが解決できたのかというのは、ちょっと把握し

てございません。 

  特に法律相談的なものに関しては、一応こちらでお話を聞いて、これは

ちょっと法律的な解決方法のほうがいいのではないかという場合には、専門

の弁護士への取り次ぎをしたり、あるいは家庭裁判所等の相談機関だとか、

そういった手続、そういったもので対応させていただくというものもございま

すので、申しわけございませんが、この中でどれだけの件数が、相談員さん

によってすべて解決されたという件数は把握しておりません。 

〇河井勝久委員長 よろしいですか。 

〇青柳賢治委員 はい。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 



  松本委員。 

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきます。 

  53ページになると思うのですけれども、上段のほうですが、地区の集会

所等補助事業ということで、各地区にある集会所の修繕ということで補助金

並びに交付金が出ていますが、年々ちょっとふえてきていますけれども、主

にここに出ている中では築何年ぐらいたっているところが多く、どのような修

繕をなさり、補助金で出しているのかお尋ねをさせていただきます。 

  それと、その下ですけれども、交通指導員さんのほうの関係で、傷害保

険というものを掛けていますが、こういうものは使わないで安全にできること

が一番ですけれども、22年度はこの保険を使ったという経緯があるのかお

尋ねします。それと、もし使ったようであれば、どのような事故というか、もの

に使われたのかお尋ねします。 

  続きまして、もう一点ですけれども、55ページになりますけれども、防犯

対策の中でボランティア活動の保険料は、保険が掛けてあるわけですけれ

ども、先ほどの交通指導員と同じように、この保険に該当するような経緯が

何かあられたかどうかお尋ねします。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。 

  まず、集会所の修繕関係でございます。築どのぐらいのものが対象とな



ったかというご質問でございました。対象建物については、私ども22年度の

内容のものについて築何年であったということは調査してございません。た

だ、内容的にまず少しご説明させていただきますと、例えば勝田の農村セン

ターの環境施設修繕事業、これはエアコンの取りつけ工事でございます。ま

た、勝田集会所の環境施設の修繕工事、これはトイレの水洗化の工事でご

ざいます。それから、越畑の第３公民館の補修工事、これは屋根の塗装、そ

れから基礎の補強工事でございます。それから、志賀２区の自治会館につ

いては、床の張り替え工事でございます。鎌形の植木山につきましては、雨

どいの修繕工事というような内容になっておりまして、必ずしも志賀２区自治

会館なんかの床張りかえ工事なんかについては、相当程度の年数があって

の床の張りかえということがあると思うのですが、いつ以前のものを対象に

しているとか、集会所の修繕事業の補助金についてはそういった基準という

のはございませんで、その内容によっての補助対象ということになりますの

で、大変申しわけございませんが、築何年以上たっているかということにつ

いては、改めて調査しておりません。 

  それから、保険については、今ちょっと確認をさせていただいております。

交通指導員さん、それからボランティア保険の関係、対象があったかどうか、

22年度について今確認をしておりますが、私のほうで承知しておる中では、

そういった大きな事故があって云々ということは、ちょっと記憶にございませ

んので、大きな事故での保険対応というのはなかったというふうに考えてお



りますが、今確認をしております。 

〇河井勝久委員長 時間かかりますか。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 そんなにかからないと思います。 

〇河井勝久委員長 では、もしあれでしたら休憩に入りたいと思うのですけ

れども、よろしいですか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇河井勝久委員長 かかりますね、はい。 

  暫時休憩いたします。おおむね 10分。 

          休  憩 午前１０時４３分 

 

          再  開 午前１０時５５分 

〇河井勝久委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほどの松本委員の質問に対して答弁をお願いします。 

  では、中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お時間をいただきまして大変申しわけございま

せんでした。 

  交通指導員さんに対するボランティア保険、傷害保険、それからパトロー

ルの方たちに対するボランティア保険、22年度中に事故件数があったかと

いうことでございまして、22年度中については、いずれについてもその保険

を使ったということはございませんでした。 



〇河井勝久委員長 松本委員。 

〇松本美子委員 順にすみませんが、地区の集会場の関係ですが、これは

区のほうからの要望でそれにおこたえし、６件でしょうか、にこたえられたと

いうことで、非常に区の要望としては、区民のそれぞれの公民館や何かに

つきましては、きれいになられたりなんかして、非常によかったなというふう

に考えていると、私もそう思っていますが、これは要望ですから、もっとほか

にももちろん出てきていたのかなというふうにも感じるところもあるのですけ

れども、全部の要望には６カ所の要望が出て、これは全部が対応できたと

いうふうなことでしょうか、22年度は。 

  それと、交通指導員さんの関係ですけれども、保険を使うほどの事故的

なものはなかったということで、それとボランティア活動の保険もなかったと

いうことで、非常にありがたかったなというふうにも思っております。 

  全体的なのですけれども、指導員のあれでしょうか、これ人数は、すみま

せんが、先ほど聞かなかったのですけれども、もし差し支えなければお尋ね

させていただき、最初の質問のときに入れてありませんでしたから、だめだ

めと言っているようですから、だめなら結構ですが、そういうことは…… 

          〔「人数はわかっているかな」と言う人あり〕 

〇松本美子委員 もし難しいようでしたら結構ですけれども、人数のほうが

もしわかっているようでしたら、最初にしなかったからだめだということでした

ら結構ですけれども……だめでしたら結構です。 



  では、集会場のほうの関係は、22年度は全部で６カ所ということだけで、

ほかには対応する要望はなかったのかということだけお尋ねします。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。 

  まず、集会所の要望に対して町がすべてこたえているかということでござ

いますが、22年度については、要望箇所についてはすべておこたえをさせ

ていただいて、修繕をさせていただいたということでございます。 

  なお、交通指導員さんの人数については、この決算書をちょっとごらんい

ただきますと、53ページの８の報償費の交通指導員報償というところに 12

人ということで記載をさせていただいております。12人でございます。よろし

くお願いいたします。 

〇河井勝久委員長 いいですか。 

〇松本美子委員 はい、結構です。ありがとうございました。 

  ほかにございますか。 

  清水委員。 

〇清水正之委員 説明書の 39ページなのですが、ちょっとわかりづらいの

ですが、雑入のところで防災広場の資材運搬業務の委託料を町が出してい

るということなのですけれども、これはどういう経過なのでしょうか。町がどこ

かに委託して町が実施したということで入っているというふうにとらえていい

のでしょうか。 



  それから、63ページなのですけれども、国勢調査の関係です。先ほど税

務課長のほうが町税が非常に落ち込みが大きいと、特に特徴の部分の落

ち込みが大きいのだというふうに言われたのですが、国勢調査の結果で正

職員というか、常勤職員というのですか、きちっと勤めをしている人が生産

者人口に対してどのくらいの割合で嵐山町はいるのか。とりわけ 20代、30

代、40代の生産者人口に占める割合がどのくらいになっているのか、統計

上出ていたら教えていただきたいというふうに思うのです。 

  ２点です。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。 

  まず、39ページの雑入の防災広場整備工事に係る資材運搬業務委託

料ということで、これは雑入に入っておりますが、実はこれ最初におわびをし

なければいけないのですが、この記載内容が実は２項目あったわけなので

すが、それを１つにまとめさせていただいてこういった形になっておりまして、

資材運搬業務の委託料というのはそのうちの一つでございまして、大きい

のは防災広場の整備工事の違約金、そちらの記載をこちらの一本化で書か

せていただいて、こちらが申しわけございません、この違約金がこのうち

378万 7,035円ということで、工事が中止になったことによって業者さんの

ほうから違約金として入れていただいたものがこの主な内容でございます。

大変申しわけございません。記載が資材運搬委託ということで、そちらのほ



うがメーンになってしまいまして、申しわけございませんでした。 

  それから、国勢調査の関係でございますが、国勢調査の調査結果につ

きましては、まだ正式な公表にはなっておりません。この公表結果というの

は、まだいろいろと人口だとかそういったものについては、概算というか、埼

玉県では発表されているのですが、国勢調査の正式な発表としてはまだ公

表されておりませんで、その公表結果もちょっと町のほうには参っておりま

せん。ただ、嵐山町の状況という中においては、そちらのほうが公表されて

からのことになるので、集計結果が出ていないということでございまして、今

ちょっとお答えができません。申しわけございません。 

〇河井勝久委員長 清水委員。 

〇清水正之委員 そういう面では、税収ではかるしかないのですが、総体的

に正職員というのは減ってきているのでしょうか。とりわけ 20代、30代の若

い人たちに対しては、むしろアルバイトだとか、そういった部分がふえている

というふうにとらえていいのでしょうか。 

〇河井勝久委員長 中嶋地域支援課長。 

〇中嶋秀雄地域支援課長 大変申しわけございません。今そういった数値

をとらえておりませんで、お答えができない状態でございます。申しわけござ

いません。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

          〔発言する人なし〕 



〇河井勝久委員長 質疑がないようですので、地域支援課に関する部分の

質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

          休  憩 午前１１時０５分 

 

          再  開 午前１１時０８分 

〇河井勝久委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、総務課並びに会計課に関する部分の質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞ。 

  川口委員。 

〇川口浩史委員 初めに、43ページの寄附金のところに義援金で 90万と

あるのですが、これはどこに送ったものなのでしょうか。 

  それから、45ページの職員育成事業の補助金、職員資格取得等補助

金、これはどういう内容で支出されたものなのですか。ちょっと昨年この支出

がありませんでしたので、伺います。 

  それから、54ページの入札・契約事業で、町内業者に委託した事業とい

うのはどのくらいになっているのか、おわかりでしたら伺いたいと思います。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 井上総務課長。 

〇井上裕美総務課長 初めに、43ページの寄附金からお答えいたします。 



  この義援金でございますけれども、３月 11日に発生いたしました東日本

大震災の被災地に対しまして、県の町村会を通じまして岩手、宮城、福島に

各 30万円送らせてもらったものでございます。ちなみに、比企郡内すべて

の町村 90万円でございました。 

  45ページの関係の職員育成事業の職員資格取得等補助金でございま

すが、職員が通信教育で資格を取得したものでございまして、取得資格は

社会福祉士でございます。これを２名取得いたしまして、その費用として５万

円を補助したというものでございます。 

  54ページの入札の関係でございますけれども、まず建設工事、契約額

30万円以上でお答えをしたいと思いますが、全体で件数は 70件ございま

した。そのうち町内は 41件、率にしまして 58.57％、金額で申し上げますと

２億 216万 7,000円、31.5％でございます。 

  また、業務委託の関係でございますが、全部で142件ございました。うち

58件が町内でございまして、40.85％、金額で２億 6,243万 6,000円、

56.59％でございます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  長島委員。 

〇長島邦夫委員 説明書のほうでお聞きします。 

  最初に 43ページなのですけれども、ＡＥＤの借り上げ料ということで、総



務課だけではなくてほかにたくさんあるのですが、このＡＥＤは、もちろんこ

れはリースだというふうに思うのですが、何年ぐらいのリースで借りているの

か。 

  それと、何か非常にバージョンアップというか、非常に高度になってきて、

人間の手が、こういうときはこうだというふうに余り考えずに、機械のほうで

かなり判断してくれるというふうなあれが相当進んでるらしいのですが、なる

べく新しい機械を使ったほうがいいというふうに思うのですけれども、リース

の更新年数ですか、そういうものをお聞きしたいというふうに思います。 

  あと１点なのですけれども、49ページの事業名が電話交換事業なので

すけれども、費用が４人分で 353万何がしが載っていますが、これ直電の

事業が入ってこの事業がどういうふうになっていくのかなというふうに思った

のですが、最終的にはすべてコンピューターで、音声で何番を押してくださ

いとかというのを最近よく事務所なんかではありますが、そのようになってい

るのでしょうか。それとも、これは住民サービスの一環で、2150へかければ

必ず電話で応対しているようなところまで、多少のところまで残すことも考え

ているのでしょうか、その点をちょっとお聞きできればというふうに思います

けれども。 

〇河井勝久委員長 井上総務課長。 

〇井上裕美総務課長 43ページのＡＥＤの関係でございますが、借り上げ

料の関係です。これはセコムにかえておりまして、4,900円の 12 カ月の



1.05 ということで６万 1,740円、これは総務課というか、１台分でございま

して、庁舎のエントランスにあるＡＥＤの分でございます。それぞれのところ

にＡＥＤは置いてあるわけですけれども、それぞれの科目でＡＥＤの借り上

げ料は載っていることになっております。 

  それと、リースに関しましては５年でございます。リースのままで使ってい

きたいと思いますので、リースが切れましたらまたその都度最新のものに更

新していきたいというふうに思います。 

  次でございますが、49ページの電話交換の関係でございます。議員もご

承知と思いますが、今ダイヤルインという形で各課に直通に電話が入ってく

るようになっております。電話交換が 22年度、本年度も続けて電話交換を

やっておりますけれども、ダイヤルインだけで済めば一番いいわけでござい

ますけれども、なかなかそういうわけにもいかないという部分もございます。

昨年、平成 22年の２月にダイヤルインを導入したわけでございますけれど

も、平成 22年の 11月、交換へどのぐらいの本数が入ったか調査した結果

がございまして、それが月、１日平均 205本入ったということでございます。

2150で町民の皆さんが電話入れたのが 205件ということでございまして、

まだもう少し電話交換の業務も必要かなということ。もう一つは、ダイヤルイ

ンを広く町民の方にご理解いただけるような周知も必要であろうというふうに

考えております。 

  以上です。 



〇河井勝久委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 最初に、ＡＥＤのほうの関係なのですけれども、５年リー

スということで、わかりました。 

  ですけれども、５年たつと、こういうものというのは非常に進歩が早いも

のですから、５年待たないとだめなのかなというふうな感じがするのですけ

れども、５年たって再リースということなんかもちろん考えずに、新しいもの

が出た場合に、ほかの課も切れるときが違うと思うのです。課というか、ＡＥ

Ｄを使っているところは。ですから、そちらのほうは、かなり今度は違うところ

でいいのが入ったとか、そういうふうな場合には、できるものだったら、余り

講習なんか受けていないと、講習を受けていても使うのはちょっと戸惑うよう

な感じがするので、できるものだったら機械になるべく任せてできるようなも

のにかえていっていただきたいというふうに思うのですが、これは要望で結

構ですから、そのようにできるものであればしていただきたいというふうに思

います。 

  それと、電話交換の事業のほうなのですけれども、まだまだこんだけ、月

に 205本という、22年の 11月ですか、非常に多いというふうに思います。

やはり 2150になれてしまっている方が非常に多いと思います。我々なんか

でも、ああ面倒だ、2150にかけてしまえなんていうふうに、番号を調べずに

かける場合もございますので、どこかの時点で2150にかけると交換台では

なくて、交換台を含める費用となると 500万ぐらい要るわけですから、一部



でもプッシュでその担当課につながるような感じなものができれば、またそ

の考えのほかに、やっぱり住民サービスからいくといろいろな方がいらっし

ゃるわけですから、そういう部分も一部残してこの費用が少しでも少なくなれ

ばいいような気がするのですけれども、どんなものでしょうか、お考えありま

したら。 

〇河井勝久委員長 どう使われたかという問題なのですよ、22年度のあれ

が。 

  だから、次の要望だとかなんとかになってくると予算要望の関係になって

くるので、その辺はちょっとどういうふうな、22年度の決算ですからその辺ち

ょっと、どうします。 

〇長島邦夫委員 ちょっと聞き直していいかどうか、よろしいですか。 

〇河井勝久委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 ここに臨時職員等借り上げの金額が出ていますから、そ

れから追っていきたいというふうに思うのですけれども、この支出の方向を

少しずつでも直していくという考えはあるということですよね。そういうことで

よろしいですか。 

〇河井勝久委員長 答弁は。 

〇長島邦夫委員 もらいましたよ。 

〇河井勝久委員長 うなずき会っているのではわからない。 

〇長島邦夫委員 その答弁だけいただきたいと思いますが。 



〇河井勝久委員長 井上総務課長。 

〇井上裕美総務課長 ダイヤルインを導入したそもそもの理由というのが、

電話交換の部分をなくしていこうという部分も当然あったと思いますので、そ

の方向に進んでいくのだというふうに思います。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  畠山委員。 

〇畠山美幸委員 ページ数が説明書の 48ページで、事業名が２会計管理

総務事業の会計課のほうで、11番の需用費のところの印刷製本費、平成

21年度決算書印刷製本 65部と口座振替依頼書ということであるのですけ

れども、21年度の決算書には口座振替依頼書はなかったのですが、今回

町民の方の町民税を口座振替にするという内容になっておりますから、そ

の分だと思うのですけれども、決算書も昨年は55部だったところが10部ふ

えているのは、議会活性化で町民の方が見に来たときにお配りをするため

に 10部増刷をしたとは思うのですが、口座振替の金額は大体これ幾らぐら

いかかっているのか教えていただきたいと思います。 

〇河井勝久委員長 田幡会計管理者兼会計課長。 

〇田幡幸信会計管理者兼会計課長 印刷製本費なのですけれども、昨年

は決算書 10部につきましては、傍聴の方ということでお話がありまして、10

部ふえております。 



  それから、昨年口座振替依頼書というのと、ちょっと書いてないのですけ

れども、口座振替通知書、それから納入通知書というような形で、これは部

数が口座振替につきましては 1,500、それから口座振替通知については

5,000枚、納入通知が１万 3,000組と、ちょっとまとめて頼んでいまして、

昨年なかったというのはまだ前の在庫というのですか、これが残っていて、

それをずっと１年、２年使っているというような形で、決算書のほうの印刷は

35万 1,487円でありまして、口座振替のほうが３つまとめてで 18万程度

ということであります。 

  以上ですけれども、よろしいでしょうか。 

〇河井勝久委員長 畠山委員。 

〇畠山美幸委員 では、今回コンビニ収納とかとは、これは関係ないものな

のですね。 

          〔「コンビニ収納は今年から」と言う人あり〕 

〇畠山美幸委員 今年だけれども、前もってつくっているのかなと思ったの

で、確認。 

〇河井勝久委員長 田幡会計管理者兼会計課長。 

〇田幡幸信会計管理者兼会計課長 これは通常の口座振替用と納税通知

書でありまして、コンビニのほうにつきましては別に税務のほうでつくってい

るということであります。 

  以上です。 



〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 幾つかあるのですけれども、総括的にもなるかと思う

のですけれども、18から 19ページに地方譲与税、自動車重量税、利子割

交付金、配当割交付金というのがあるのですが、ほとんど減額になっていま

す。そして、それで地方交付税がどうかというふうになってくると、地方交付

税は 21年度と比べると 22年度はふえていたのですけれども、総務にかか

わる国庫補助金に関してはやはり経済危機対策で１億1,000万21年度あ

ったのが、22年度は地域活性化で 7,700万ぐらいになっていて、これは全

体的に何とか地方交付税自体はふえていまして、それで財政需要額はやっ

ぱり 22年度のほうが減額になっているのですが、具体的にちょっと総括的

になるのですけれども、これで嵐山町のほうとして事業を行っていく上でも

かなり厳しい状況があったなというのはわかるのですが、町民税自体減額

になっていますから、それで実際にやりたかったけれどもやれなかったとか、

そういったものがどのくらいの事業があるのか伺いたいと思います。これは

一般財源に入ってくる金額だと思ったのですが、それについて伺いたいと思

います。 

  それと、45ページの人事情報システム初期導入費用というのがあるの

ですが、これはどのような形で使われ、そして導入にしたことによる効果とい

うのはどのようなものになってくるのか伺いたいと思います。 



〇河井勝久委員長 渋谷さん、地方譲与税の関係、総括的なものと言うの

だけれども、どうします、総括的のときにもう一度聞きます、ちゃんと。 

〇渋谷登美子委員 ここで聞いてもいいかなと思ったのだけれども、これは。

どっちでもいいです。 

〇河井勝久委員長 いいですか、では答弁はいいですね。 

〇渋谷登美子委員 きょうでもいいですし、総括はまた総括でありますから。 

〇河井勝久委員長 ではそういうことで、答弁もそういう形でお願いします。 

  井上総務課長。 

〇井上裕美総務課長 今ご質問にありました18から19ページの各種譲与

税あるいは交付金の関係は、よろしいということで。 

〇河井勝久委員長 総括で。 

〇渋谷登美子委員 総括ではなくて、今やりますよって言っているのです。 

〇河井勝久委員長 今やります。 

〇渋谷登美子委員 今やりますよ。総括は総括で別のものがあるからと言

ったのです。 

〇河井勝久委員長 では、やれなかった事業についてどうなのかということ

で、その部分が総括的な部分に入ってしまうのですけれども。 

〇渋谷登美子委員 難しかったら総括にしますけれども、どうですか。 

〇井上裕美総務課長 答えられる範囲で答えますけれども。 

〇河井勝久委員長 では、やりたかったというのもあるしという形なのです



けれども、その辺のところについて、では答弁お願いします。 

  井上総務課長。 

〇井上裕美総務課長 まず、地方譲与税、地方揮発油譲与税、これにつき

ましては増額になっております。増額になっているというのは、まず地方道

路譲与税、これが振りかわりましたので、この部分では大きな増額になって

いると。重量税や所得税が税改正で入ってくる額が少なくなったのですけれ

ども、それは 20 ページのほうにあります減収補てん特例交付金というので、

1,415万 4,000円ほど。自動車取得税の交付金が減収になった分は、そ

の交付金が入ってきております。そういった関係で、プラス・マイナスします

と、マイナスにはなっておりますが、これは日本全国経済状況というのは余

りよくない方向で今まで推移されておりますので、当然こういうような税にし

ても、交付金にしても、下がってきている現象がございます。 

  交付税の関係でございますけれども、交付税につきましては、先ほど基

準財政需要額が下がっているというようなお話をしていただきました。前年

に比べますと基準財政需要額で約 5,120万円ほど、基準財政需要額は下

がっております。しかしながら、基準財政収入額もさらに下がっておりまして、

１億 2,600万ぐらい基準財政収入額が下がっております。そういったことも

ありまして、地方交付税が伸びたというふうに言えると思います。 

  それから、こういったお金の関係で、事業が実施したくてもできなかった

ものがあるかというようなご質問だったと思いますが、事業は、まず予算を



つくるときには各担当課からさまざまな事業が出てきて、そのヒアリングをさ

せてもらいますが、これがすべてできるということは、まずあり得ません。ほ

とんど、まず最初に出てくるときに歳入に対して歳出が 15億円ぐらい多くな

っているのは当たり前のことでございまして、いろんな事業がございますの

で、各課入れたい事業がたくさんあります。その中で優先順位を決めながら

やらせていただいているというのが、今の状況でございます。 

  ご存じのように財政調整基金の残高というのも、たくさん余裕があるわけ

ではございません。その中でやりくりをしながらやっていくというのが状況で

ございます。それはそのぐらいということでよろしくお願いします。 

  45ページの人事情報システム初期導入費用でございますけれども、ＴＫ

Ｃに人事システム、これを委託しておりまして、現在人事給与台帳というの

が紙ベースなっております。この紙ベースを電子化したいというようなことの

初期導入の費用でございます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  青柳委員。 

〇青柳賢治委員 42ページなのですけれども、総務管理事業の報償費で

すけれども、この決算で出てきました着手金ということでありますけれども、

どういう形でこれが発生したのでしょうかお尋ねいたします。 

〇河井勝久委員長 井上総務課長。 



〇井上裕美総務課長 42ページの報償費の訴訟代理人の着手金でござい

ますが、これは訴訟を提起されまして訴訟代理人の委任契約、これを顧問

弁護士であります関口弁護士と結ばせていただきました。40万円で、２件

起こされておりますので、２件分ということでございます。今現在裁判をやっ

ておりまして、平成 22年の 10月 13日が第１回口頭弁論がございました。

それから、９月１日現在まで第６回の口頭弁論が終了しております。それぞ

れ今までは準備書面の反論等が中心の裁判でございます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 青柳委員。 

〇青柳賢治委員 着手金ということですけれども、予想される費用というの

は今の段階でわかりますか。 

〇河井勝久委員長 井上総務課長。 

〇井上裕美総務課長 顧問弁護士への関係でございますけれども、着手金

として 40万円、今１件当たり払わせていただいております。40万円と消費

税です。この関係でございますけれども、委任事件につきましては第一審の

判決の言い渡し、これがあったときには町と弁護士の間で協議をいたしまし

て、相当額の報酬を支払うという委任契約をしてございます。ですので、今

のところ幾らになるかというのは、まだ不確定でございます。裁判の行方と

いうのも不確定でございますので、その最終的な報酬、そういったところも

不確定ということでご理解いただきたいと思います。 



〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇河井勝久委員長 質疑がないようですので、総務課長並びに会計課に関

する部分の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

          休  憩 午前１１時３４分 

 

          再  開 午後 １時３１分 

〇河井勝久委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  会議に入る前に主要な施策の説明書で訂正箇所があるということであり

ます。新井町民課長から訂正をお願いしたいと思います。これを許します。 

〇新井益男町民課長 それでは、大変申しわけありませんけれども、主要

な施策の説明書の 73ページをお開きください。 

  73ページの一番上なのですけれども、保険料免除の状況という表があ

るかと思います。この中の免除者数の中の申請免除というところの数字が

「541」となっていると思いますけれども、これを「558」というふうにご訂正を

お願いしたいと思います。それで、合計は 869 というのは変わりません。そ

こが訂正箇所でございます。よろしくお願いします。 

〇河井勝久委員長 免除率も変わるの。 

〇新井益男町民課長 免除率は変わりません。 



〇河井勝久委員長 よろしいですね。 

〇新井益男町民課長 この 541 というのは、昨年の数字が 541で、ちょっ

と上書きをして直したときに、ちょっと直し切れなかったという状況です。すみ

ませんでした。 

〇河井勝久委員長 それでは、続いて町民課に関する部分の質疑を行いま

す。 

  質問のある方はどうぞ。 

  渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 73ページ、72ページになると思うのですけれども、先

ほどの数字なのですけれども、免除率が 29.5％になって、そして 21年は

27.8％になったこと。そしてもう一つ、国民年金なのですけれども、年金の

１号の人と３号の人がやはりだんだんだんだん少なくなってきて、一方 73ペ

ージになりますと、21年度と22年度で、合計欄になるとやっぱり22年度が

4,243件になっていて、21年度が 4,169件、ここの数値はそれほど大幅

な変更というか、変更はしているのですけれども、これについて町としては、

例えばこの数値では厚生年金で 60歳からとか共済年金で 60歳からの受

給者数というのは見えてこないのだけれども、年金の受給者数はどのように

変化していて、そして支払う人はどのような感じで変化しているか。 

  免除者数がこれですと、さらに徴収率と、徴収率ではないですよね、これ

は。年金の場合は徴収と言わないので、うんと少なくなっていますから、そう



いったことから考えたときの嵐山町の、これは日本国全体で見るわけなので

すけれども、嵐山町全体の状況はどのような形になっているのか。ほかの

市町村と、全国的な平均と比較してよい数値なのか、悪い数値なのかという

のを伺えたらと思うのですが。 

  それと、もう一つなのですけれども、74ページになるのですけれども、後

期高齢者の負担金です。負担金がやはりだんだんふえてきていて、そしてこ

れに対して、これは前年度も質問しているわけなのですけれども、後期高齢

者の医療費の具体的な疾病とかそういった形のものがわかってくるようでし

たら、どこかで出していただきたいのですけれども、それが出ていないと思

いますので、伺います。 

  それだけでお願いします。 

〇河井勝久委員長 新井町民課長。 

〇新井益男町民課長 それでは、国民年金の関係ですけれども、保険料免

除の状況からちょっとお話ししたいと思います。 

  平成 22年度は 21年度と比較して、被保険者数が 111人ほど減ってご

ざいます。その中で免除率というのが、お話があったとおり 21年度が

27.8％に対して 22年度は 29.5％ということで、1.7％の上昇をしている

わけです。嵐山は川越の社会保険事務所の関係で、西部地区への資料し

かちょっと手元に持っておりませんけれども、西部地区の川越市からときが

わ町に関係するものですけれども、免除率の平均が 2.0％というような数



字で、これは 2.0％というのは増加率が 2.0％で、川越管内でいくと 21年

度の平均が 22.9％、22年度末の平均でいきますと 24.9％、２％ほど上

昇していますけれども、嵐山はその中で 1.7％の上昇でおさまっているとい

うような状況でございます。 

〇渋谷登美子委員 免除率が高いんだね。 

〇新井益男町民課長 それから、ちょっとその中で、厚生年金の加入者等

の内訳については、ちょっと手持ちの資料がございませんので、申しわけご

ざいません。 

  それから、後期高齢者の関係のこれは後期高齢者医療特別会計の繰

出金のことでいいでしょうか。 

〇渋谷登美子委員 これ 74ページに負担金て出ていますよね。 

〇新井益男町民課長 平成 21年度が１億 546万 9,736円で、平成 22

年度が１億 1,613万 7,000円ほどになっておりまして、約 1,100万ほど

ふえているというようなものですけれども、この中身につきましては共通経

費とそれから療養給付費の負担金と二本立てになっているのですけれども、

共通経費のほうは均等割が 10％、人口割が 45％、高齢人口割というのが

45％、合わせて 100％の中で共通経費がございます。その共通経費でも

100万円近く伸びている部分があるのですけれども、それよりも療養給付費

負担金のほうの伸びというか、それが大きいものというふうになっています。 

〇河井勝久委員長 渋谷委員。 



〇渋谷登美子委員 そうすると、嵐山町の場合は法定免除率が 29.5％な

ので、去年は川越平均では 24.9％が、嵐山町の場合は 29.5％という形

だと、若干嵐山のほうが川越の西部地域の中では免除率が高いというふう

な形で見たほうがいいということですね。法定というふうに考えるのですけれ

ども、それは国民年金の免除があるということは、川越地域の西部地域の

中で見ると、比較的所得が少ないというふうに見るべきなのか、それとも免

除をしたほうが得というふうな感じで皆さんが考えられて、免除をしていると

いうふうに考えるのか。この２％の伸びというのでも、同じあれではちょっと

違うような気がするのですけれども、そこら辺についての考え方はいかがな

のでしょうか。 

  それと、ごめんなさいね。こっちでやらなくても広域連合の後期高齢者の

ほうでやってもよかったのですけれども、療養費の伸びのほうが大きいとい

うことは、人数的なものもあるのですけれども、後期高齢者の療養内容とい

うのはどのように変化してきているのか伺えたらと思ったのですけれども、

今無理だったら後期高齢のほうでまたやりますので。 

〇河井勝久委員長 新井町民課長。 

〇新井益男町民課長 年金の関係ですけれども、比企管内よりもどっちか

というと川越、それから朝霞、志木、ふじみ野とか、南のほうにいかれたほう

が、同じには、22年度の免除率を見ては低いのです。どっちかというと、北

というのですか、西部でもこちらに近いほうが免除率が高いというふうに見



受けられます。 

  一番高いのが、この西部地区の中では越生町が 32.8％というような率

で、報告が上がってきております。それから、隣の小川町も 28.9％というよ

うな率になってございます。 

  後期高齢者の関係ですけれども、医療の内容については広域連合から

特別に詳しいデータが入ってきていないかなというふうに思っているのです

けれども、確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇渋谷登美子委員 はい。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  畠山委員。 

〇畠山美幸委員 説明書の 73ページの出産育児一時金分なのですけれ

ども、昨年と比べてこちらは減っておりまして、出産される方の人数が少なく

なっていったのでしょうか。 

〇河井勝久委員長 新井町民課長。 

〇新井益男町民課長 出産育児一時金につきましては、国民健康保険特

別会計に繰り出していただく事業ということで、平成 21年度につきましては

全部で30人分の予算で繰り出しをしていただいておりました。平成22年の

年度の途中に出産育児一時金の経費の金額が 38万円から 42万円に上

がっておりまして、10月から上がっているかと思うのですけれども、20人分

が 38万円、10人分を 42万円という形で平成 21年度は計算されておりま



して、それで全部で30人分という数字でございました。22年度につきまして

は42万円の20人分で、それの３分の２が対象経費ということで、560万円

という金額で補助していただいたものでございます。実際に国保のほうでま

たお聞きしていただきたいと思うのですけれども、出産に関しては、昨年と

今年では少なくなっています。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇河井勝久委員長 質疑がないようですので、町民課に関する部分の質疑

を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

          休  憩 午後 １時４４分 

 

          再  開 午後 １時４６分 

〇河井勝久委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、文化スポーツ課に関する部分の質疑を行います。 

  質疑のある方はどうぞ。 

  渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 127ページになると思うのですけれども、毎年毎年出

ているのですけれども、社会教育指導員報酬で 126万円というのがありま

すけれども、この社会教育指導員は具体的にどこでどのような業務に携わ



っているのか伺いたいと思います。これはどのような内容の仕事をしている

か、しっかりした内容を伺いたいと思います。 

  それから、130ページです。130ページの放課後子ども教室コーディネ

ーター謝金、これは何をしているか大体わかるのですけれども、放課後子ど

も教室安全管理員謝金 25人分で 77万 9,670円、具体的にどのような形

で使われているのか。それから、放課後子ども教室アドバイザー謝金、８人

分で、これどのくらいの件数で、どのような内容に使われているのか伺いた

いと思います。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうからは、127ページの社会教育指

導員の具体的業務ということでお答えさせていただきます。 

  社会教育指導員につきましては、主に人権教育に携わる関係で、集会

所活動のふれあい講座、それからふれあい塾の指導、その他の時間につき

ましては、生涯学習だとか社会教育、文化スポーツ課の窓口事務等をやっ

ております。 

  放課後子ども教室の安全管理員、アドバイザーにつきましては、金井の

ほうからお答えいたします。 

〇河井勝久委員長 では、金井交流センター館長。 

〇金井敏明文化スポーツ課交流センター館長 それでは、私のほうから安

全管理員の謝金の関係と放課後子ども教室アドバイザーの謝金の関係に



つきましてご説明させていただきたいと思います。 

  まず、安全管理員でございますが、こちらの放課後子ども教室推進事業

といいますのは国の文科省の事業でございまして、その中で埼玉県の放課

後子ども教室推進事業等補助金算定基準というのがございまして、それに

基づいて定められたものがございます。安全管理員につきましては、子供さ

んが活動されるときの安全等を見守るということが主な役割で行っていただ

いております。 

  平成 22年度におきましては、定期的に主に木曜日の午後４時から５時

の１時間を公民館を拠点に活動を重ねてまいりまして、それ以外に土曜、日

曜等の中で、屋外での活動とか、そういったことで重ねてまいりました。延べ

の回数でございますが、全部で活動日で数えますと 78回ほどございます。

その中で、安全管理員さんの方は子供さんのご父兄の方がほとんどでござ

いますが、そういったことで、そのたびそのたびに、その時々でご協力をい

ただきながら、安全管理員として見守りを行っていただいているところでござ

います。 

  それと、学習アドバイザーにつきましては、町のほうから前公民館長であ

ります大塚先生を学習アドバイザーということでご委嘱申し上げまして、お

一方は学習アドバイザーとしてこちらに、８名のうちの１人ということでござい

ます。それ以外につきましては、この１年間の活動の中で、例えば木工教室

ですとか科学実験教室、もちつきだとか、しめ縄づくり、それから茶道教室、



そういった時々の講師になっていただく方ということで、それらの方々を含め

まして８人ということで、こちらには計上させていただいております。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 社会教育指導員について伺うのですが、以前情報公

開請求しましたときに、吉田集会所の人権教育推進委員会となって、ふれ

あい講座に関して専門的な人を入れてほしいというふうな形でいろいろ出て

いたのですけれども、その中でほぼ１人専門的な人がついているというふう

な形の文書があったのですけれども、そのような形で理解していいとします

と、この社会教育指導員のほうはほとんどふれあい講座のほうにかかわっ

て、人権教育推進のことについてかかわっているという形で、従来の社会教

育指導員という立場とは嵐山町の場合は違うというふうに考えてよろしいの

でしょうか。これに関して言えば、どの程度の割合で人権教育のふれあい講

座、ふれあい塾にかかわっていて、そしてほかの部分とどのくらい違うのか。

町役場にいらっしゃることはわかっているのですけれども、その点ほとんど

の重点的なものでいきますと、これはどのような形でかかわっていらっしゃる

のか伺いたいと思います。 

  それと、放課後子ども教室アドバイザーの方に関しますと、１人の方は大

塚先生で、あとの方はそれぞれという形で、算出というのはどのような形で

なされているのか、この 25万 4,500円の算出です。それについて伺いた



いと思います。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうからは、社会教育指導員の関係に

ついてお答えいたします。 

  集会所活動のふれあい講座につきましては、平成 22年度 49回開催い

たしました。それから、ふれあい塾につきましては、年間 25回ほど開催いた

しました。こういった中でいろいろ準備だとか、集会所まつりだとかいろいろ

なことがありまして、かなりの時間こちらのほうのふれあい講座とか、ふれあ

い塾のほうに携わっております。 

  それから、人権教育以外の場とそのほかの場はどのくらいの割合かとい

うのは、具体的に何対幾つというのはちょっとよくわからないのですけれども、

多くのところは人権にかかわる部分で仕事をしていただいております。 

  それから、従前と役割が違うのではないかという話なのですけれども、特

にここへ来てそういった任務だとか、そういう役割が変わったというふうなこ

とはないというふうに考えています。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 金井交流センター館長。 

〇金井敏明文化スポーツ課交流センター館長 それでは、ただいまの学習

アドバイザーの謝金の算出につきましてお答えをさせていただきたいと存じ

ます。 



  まず、町のほうで委嘱をさせていただきました学習アドバイザーという職

に関しましては、報酬ということで１時間 1,000円ということでお願いをして

ございます。 

  それで、トータルで申し上げますと、１年間ご協力いただきまして、学習ア

ドバイザーとしての謝金部分につきましては、160.5時間となります。 

  それから、あとそれぞれ活動のときに講師の方をまた別にお願いしたい

とかという方の分がこちらに含まれていると申し上げましたが、それ以外講

師の謝金として、合計で９万 4,000円でございます。合わせて 25万

4,500円というものになります。 

  それぞれの講師に関しましては、特に基準というものは、町で以前公民

館がありましたときに、町内は 7,000円、町外は１万円とかというようなあ

る程度の基本ラインがございましたので、それに基づくような形で、遠くから

来ていただいたり、材料等を先生がみずから用意していただいたりとか、そ

ういった場合には多少上乗せしたりというのがございますが、そういった面

で講師の謝金としての金額につきましては、内訳の中で９万 4,000円でご

ざいます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 渋谷委員。 

〇渋谷登美子委員 今までの社会教育指導員というのは全然、従前と全く

変わらないということですと、社会教育指導員は嵐山町の場合は人権問題、



同和問題にかかわるものに携わっていて、ほかの社会教育指導について

はほとんど携わっていないというふうな形で見てよろしいのでしょうか。そう

しますと、社会教育指導員というのは、本来ならばいろいろな形で社会教育

を行っていくさまざまな分野の形のものを公民館などでも一緒に携わってい

きながらやっていくという形が、嵐山町の場合はたまたま 22年度について

気づいたものですからあれですけれども、社会教育委員会がそれぞれいろ

いろな部分ではやっているけれども、肝心な社会教育指導員さんはそういっ

た社会教育には携わらず、今までも従前と同じように人権教育、同和問題

にかかわる吉田集会所の人権講座と人権ふれあい講座だけにかかわって

きたというふうに、ずっと卓上での町の仕事ぶりを見ておりますと、そのよう

に見えているのですが、そのように理解してよろしいのかどうか伺いたいと

思います。 

  それと、先ほどの１時間 1,000円でお願いしていて、そして９万 4,000

円の費用というのは、それぞれの先生たちに来ていただくというのは、時間

がお一人の方、町内の方だったら半日で 7,000円、町外の方だったら１万

円というふうな算出なのか、それとも１時間 1,000円という形なのか、これ

ちょっと今わからなかったのですけれども、１時間 1,000円というのは大塚

先生なので、これもまた非常に低額の金額なのですが、そこの点について

伺いたいと思います。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 



〇大塚 晃文化スポーツ課長 社会教育指導員さんの任務につきましては

規則がありまして、社会教育の特定分野の直接指導、それから生涯学習に

関する学習相談、それから社会教育団体の育成、指導に関することという

ふうなことがあります。そういった中で、今やっていただいている人権教育、

吉田集会所のふれあい講座等の関係につきましても、社会教育の特定分

野の直接指導ということで、こちらのほうの任務に当たるのではないかとい

うことで、従来どおりやっていただけるのが現在の状況でございます。 

〇河井勝久委員長 金井交流センター館長。 

〇金井敏明文化スポーツ課交流センター館長 それでは、アドバイザー謝

金の関係でございますが、先ほど申し上げましたとおり、学習アドバイザー

につきましては時間 1,000円ということでございますので、例えば１日のう

ちに２時間ありました、３時間ありましたということであれば、それが当然積

み重なるわけでございますが、それとは別な部分の講師のほうの９万

4,000円部分のということでございますが、そちらにつきましてはそれぞれ

の行事によって、時間ということではなくて午前中、例えば 10時から始めれ

ばお昼までかかりましたとか、午前午後を通して２回やっていただいたとか、

そういったものもございますので、時間というのではなくて、１回来ていただ

いたときにその分をお支払いしていると。 

〇渋谷登美子委員 金額がわからない。 

〇金井敏明文化スポーツ課交流センター館長 金額につきましては、先ほ



ど申し上げましたけれども、それぞれやっていただく内容ですとか、先生に

よってそれぞれ遠い、近いとかもございますし、午前中例えば１時間とか１

時間半で終わってしまう場合もありますし、午前午後をまたいでのご指導を

いただいている場合もございますので、先生によって時間がちょっと違った

り、金額もそれに基づいて差は多少つけさせていただいているところでござ

います。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  川口委員。 

〇川口浩史委員 社会教育指導員報酬、ただいまの質疑を聞いていて、ち

ょっとやっぱり問題だなと思うのです。同和以外にどのぐらいこのほかの分

野をやっているのかというのを１点伺いたいと思うのですが。 

  それから、吉田集会所の利用状況なのですが、49回足す 25回、合わ

せて 74回の利用ということでよろしいのでしょうか。それ以上あれば伺いた

いと思うのですが。 

  それと、131ページの図書館の関係なのですが、あそこは消毒をして清

掃したわけですね。ただ、その後また水が出ているとかという話を聞くので

すけれども、そうすると、あの掃除というのは何か意味があったのかなと思

うのと、結果的には意味がなかったのではないかなと思うのですが、まずそ

の点を伺いたいと思います。 



〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 社会教育指導員は、同和、人権以外にほか

の部分は何やっているかというお尋ねなのですけれども、そのほかにもいろ

いろ生涯学習に携わる部分、社会教育に携わる部分等いろいろあります。

それから、文化スポーツ課の中の窓口の事務だとか、そういった部分もあり

ますので、具体的にこちらが何割で、それ以外の部分が何割というのはな

かなか難しい問題なのですけれども、人権教育に携わる部分とその他の部

分ということで仕事に従事していただいております。 

  それから、次の 49回というのが集会所講座の中のふれあい講座、成人

学級のほうの回数が49回、それから25回というのが小学生学級ふれあい

塾を開校した回数が 25回で、両方を足すと 74回というのがその講座の回

数であります。 

〇河井勝久委員長 舩戸図書館長。 

〇舩戸豊彦文化スポーツ課知識の森嵐山町立図書館長 それでは、川口

委員のご質問にお答えいたします。 

  川口委員がおっしゃっているのは、たしかスチーム洗浄の件だと思いま

す。これは図書館ができまして 10年たって初めてスチーム洗浄というもの

を昨年度実施いたしまして、場所についてはこういったフローリングの部分

でございます。それと、あと視聴覚室、そういったところを一応スチーム洗浄

やりまして、こちらについては高熱というか高温の洗浄でございますが。な



お、これについては一応３年に１度ということで、予算のほうは話が私のほう

とありまして、昨年度やった関係であと３年後というような形で一応話はなっ

ているのですが、今川口委員のほうからのご指摘でございます多目的室１、

それと多目的室２ということで、そちらの両部屋が梅雨どきの６月から、この

間の大雨によってずっとその間下の床が下からわいてきてしまうというよう

な状況で、現在マットを外して日干しをしているような状況でございます。 

  そういったことで、その影響が今後どのように出るかというのは、まだ今

現在ちょっとわからないのですが、もしまたこういったカビだとかにおいが発

生するようであれば、昨年初めて実施したのですけれども、また続いて来年

度、それ以降も引き続いてやっていく必要があろうかというふうに思っており

ます。 

  以上でございます。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 先ほどの関係で 49回がふれあい講座の回

数、25回がふれあい塾の回数で、計 74回というふうなお話をしたところな

のですけれども、これは講座の数でありまして、社会教育指導員さんにつき

ましては週３回以上ということでお勤めしていただいておりますので、この

74回だけが全部ではありません。そのほかの日も勤務していただいている

状況でございます。 

  以上です。 



〇河井勝久委員長 川口委員。 

〇川口浩史委員 この分野の担当をして本当に課長はお気の毒なのです

けれども、いろんな課長がこの分野で苦労をしていると思うのですけれども、

ちょっと実情は、社会教育指導員さんがどの程度ほかの分野をやっている

のかというのは、ちょっとわからないということであるものですから、しようが

ないのですけれども、ちょっと今のお話ですが、同和関係だけをほとんどや

っているというふうに聞こえますので、それではほかの分野が十分進まない

というふうに思いますので、ほかの分野にもきちんと目を配っていただきた

いというふうに思いますが。 

  それで、吉田集会所の利用状況を伺いたいのですけれども、74回は利

用しているということでよろしいのでしょうか、そのほか何か利用しているの

かどうか。あそこの施設をどうしようかというふうに私自身思っていますので、

ちょっと回数を伺いたいと思います。 

  図書館は、今後の問題になりますから、わかりました。ありがとうござい

ました。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 失礼しました。利用状況ということで 74回、

全部吉田集会所のほうで実施しているかということなのですけれども、74回

のうちには子供たちのふれあい塾については小学校で開催している部分が

ございますので、74回全部が集会所ではございません。それから、ほかの



利用があるかということなのですけれども、ほかにも吉田地区の方が何回

か利用していただいたりとか、そう多くはないのですけれども、ほかにも利用

はあります。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 川口委員。 

〇川口浩史委員 吉田集会所の利用状況、利用回数というのは、年何回ぐ

らい使われているかというのはわかりますか。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 申しわけありません。今ここに 22年度の全

体の利用回数というのは、ちょっと持ち合わせておりません。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  長島委員。 

〇長島邦夫委員 ２点ほどお聞きいたします。 

  127ページの下のほうに補助金があるのですが、嵐山町子供会連絡協

議会の補助金なのですが、連絡協議会は団体が昔は随分あったというふう

に思うのですが、今はどのくらいあるのでしょうか。そして、事業内容は各団

体ともいろいろ違うと思うのですが、補助に対しての事業内容がわかれば教

えていただきたいと思います。 

  それと、134ページの博物誌編さんの事業なのですが、報償費で毎年多

額の金額が上がっているのですけれども、調査委員の報酬ということなので



すが、主にどんなことを現在はやってこの報酬を払っているのかお聞きした

いというふうに思います。 

  ２点です。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 私のほうから子供会連絡協議会のほうの関

係についてお答えさせていただきます。 

  現在町に登録されている子供会の数は、３団体でございます。こちらの

ほうの８万 500円、連絡協議会のほうに補助金として支出しているわけな

のですけれども、こちらのほうは町の子供会の連絡協議会ということで８万

5,000円、登録してある町の団体は３団体であります。 

  主な活動ということなのですけれども、こちらにつきましては役員会それ

から総会、それから夏休みに視察研修ということで、研修のほうに出かけて

おります。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 植木副課長。 

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 博物誌編さん委員会の

調査員の報償についてお答えいたします。 

  22年度には、歴史の部会それから植物の部会、地質の部会と３部会が

活動しております。主な内容ですけれども、役場での会議、それから現地の

調査、それから個人的な資料の取りまとめですとか原稿の執筆ですとか、



そういったものをひっくるめまして、大体時間に換算をしていただいて１日８

時間ということで、四半期ごとに調査委員からの申告に基づいてお支払いを

しております。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 長島委員。 

〇長島邦夫委員 最初に子供会のほうからお聞きしますが、３団体というこ

とで大分少なくなっているなという感じがするのですけれども、子供会の各

会に補助しているということではなくて、あくまでも連絡協議会の運営に関し

て補助をしているというふうに受け取ったのですが、その中で今役員会、総

会、視察研修ということで聞きましたが、各会にはお金は行っていないという

ことでよろしいのでしょうか。 

  続きまして、報償費の関係なのですけれども、多岐にわたって調査があ

るのだというふうなことでございます。ですから、調査員さんによって仕事量

が当然違うというふうな、ですから一律ではないのだと。 

  それと、仕事内容も今言ったように違うのだと。この上にある、３階にある

そういうふうないわゆる資料をまとめる仕事も入っている、または発掘したよ

うなものをいろいろまた再度調べるそういうようなものも入っているということ

で、それでよろしいわけですか、これは確認だけで結構です。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 子供会連絡協議会の補助金ということなの



ですけれども、こちらのほうは連絡協議会への補助をしているということで、

各子供会単位に補助をしているものではございません。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 植木副課長。 

〇植木 弘文化スポーツ課生涯学習担当副課長 それぞれ博物誌は３分

野が22年度で終わったわけですけれども、23年度には一応植物の部会だ

けが残っておりますけれども、それぞれ進捗状況に応じて活動の内容が変

わっておりますし、調査員の中にも全体のまとめをする人間、それから個々

の自分の持ち分の分野をやる人間、いろいろおりますので、全く一律ではご

ざいません。個人の仕事に応じてお支払いをしているということでございま

す。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  清水委員。 

〇清水正之委員 教育委員会の部分でこれ気になるのは、報償費の部分

がちょっと私も気になるのです。教育委員会は報償費の何か基準というの

は設けてあるのですか。先ほどの渋谷委員の質問の中では１時間 1,000

円というものが出てきているのですけれども、例えば 130ページの放課後

子ども教室コーディネーターの謝金、それから前のページの文化スポーツ

課、公民館事業の報償費23人で80万、それから今話のあった博物誌に対



してはまた特別な話だと思うのですけれども、135ページの体育指導員が

あると思いますけれども、ひとりスポーツのところでのゴルフ、エアロビクス、

卓球なんかの謝礼、こういうのを見ると、ちょっと報償費の何か基準みたい

なものがあるのかなという、できていないのかなとか、前回もそうだったので

すけれども、特に先ほど言った放課後子ども教室の場合は文科省の事業だ

という話があったわけですけれども、報償費の使い方というのは何というの

ですか、ある程度の基準が設けられていて、そういう形で出しているというこ

とになっているのでしょうか。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 報償費の算出の基準ということなのですけ

れども、基本的に公民館講座、あとは集会所講座については町内１事業約

２時間 7,000円、それから町外の方については１万円というような基準でも

ってお支払いしております。先ほど委員さんおっしゃられたように、放課後子

ども教室だとかそういうものにつきましては、ちょっと一定の基準、ある程度

あいまいな基準でもって算出しているような状況はございます。 

〇河井勝久委員長 金井交流センター館長。 

〇金井敏明文化スポーツ課交流センター館長 埼玉県の放課後子ども教

室の推進事業の関係でございますが、埼玉県の実施要綱がございまして、

その要綱の中に謝金等の上限額は定められております。 

  参考までに申し上げますと、１時間当たり安全管理員さんにつきましては



1,330円、これが上限でございます。今嵐山町では、安全管理員さんは１

時間 500円の計算に基づいてやらせていただいております。学習アドバイ

ザーにつきましては１時間 1,480円、これが上限でございます。去年ご委

嘱申し上げました学習アドバイザーという立場の方につきましては、１時間

1,000円ということでお願いしてございます。それと、コーディネーターでご

ざいますが、こちらも上限がございまして１時間 1,480円以内というものが

ございます。コーディネーターにつきましては時間 850円で、去年はお願い

してございます。それでかかった時間をそれぞれごとに応じてお支払いして

いるところでございます。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 清水委員。 

〇清水正之委員 そういう面では、補助事業以外のものについての目安と

いうか、そういった部分というのはあるのでしょうか。 

〇河井勝久委員長 大塚文化スポーツ課長。 

〇大塚 晃文化スポーツ課長 補助事業以外の部分のそういった報償費の

目安ということなのですけれども、先ほどもちょっと初めにお答えをしたので

すけれども、町内であれば 7,000円、それから町外であれば１万円と、そう

いった基準をもとにお払いを行っております。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

  松本委員。 



〇松本美子委員 129ページなのですけれども、真ん中ほどで、役務費の

関係で筆耕料という形で２万円という計上がありますけれども、この内容に

つきまして 22年度はどんなふうに行われたのか、何枚ぐらいのものを書い

たのか伺います。 

  その下のほうで、嵐山町の春季芸能大会が開催されております。これは

長年行われておりますけれども、少しずつ補助金等も減っているようですが、

22年度は何団体ぐらいが参加をしたのかまずお尋ねします。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 金井交流センター館長。 

〇金井敏明文化スポーツ課交流センター館長 129ページの筆耕料の関

係でございますが、こちらにつきましては昨年公民館事業の中で、公民館入

り口等に立て看板、行事のたびに大きい、これ高さが２メーターちょっとにな

りますか、そういった立て看板等大きい字で筆で書いていただいたものでご

ざいます。行事につきましては、たしか年４、５回あったかと思います。さつ

き・山野草展、盆梅・書道展、それから七つのお祝い、嵐山まつり文化展等

でございます。主なものについてはそういったものでございます。 

  それと、あともう一点、嵐山町春季芸能大会開催費への補助金というこ

とでございますが、活動事業の補助金ではなくて、芸能大会を開催するがた

めの補助金でございますが、その会のほうへ補助しているものでございまし

て、参加者数につきましては大変申しわけございませんが、ちょっと今数字



の把握はありません。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 松本委員。 

〇松本美子委員 芸能大会の開催につきましては、嵐山町のあらゆる諸団

体の方たちが一堂に会して年１回の開催だというふうに記憶しておりますけ

れども、かなりの団体数が参加をしているということで、時間帯はかなり少な

くて、１団体が１曲なり２曲なりというような形をとっているというふうに把握し

ているのですけれども、もし参加団体が 22年度わかりましたら教えていた

だければと思っていますが、わからなかったら後ほどで結構ですけれども、

質問させていただきます。 

〇河井勝久委員長 金井交流センター館長。 

〇金井敏明文化スポーツ課交流センター館長 大会のほうに何団体または

個人での参加が何名ぐらいあったかというものにつきましては、後ほど調べ

まして資料のほうをご提出申し上げたいと思います。 

  以上です。 

〇河井勝久委員長 ほかにございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇河井勝久委員長 質疑がないようですので、文化スポーツ課に関する部

分の質疑を終結いたします。 

 



    ◎散会の宣告 

〇河井勝久委員長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

                             （午後 ２時２３分） 


